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５
月
１５
日
�
に
平
成
１９
年
第
３
回
揖
斐
川

町
議
会
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
７
議
案
が
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

◎
専
決
処
分
事
項
の
承
認

３
月
３０
日
に
専
決
処
分
さ
れ
た
次
の
４
議

案
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

�

揖
斐
川
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、
個
人
住
民
税

で
は
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
益
に
係
る
軽
減

税
率
の
適
用
期
間
を
延
長
し
、
固
定
資
産
税

で
は
、
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
係
る

特
例
措
置
を
設
け
る
な
ど
、
税
条
例
の
一
部

が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

�

平
成
１８
年
度
揖
斐
川
町
一
般
会
計
補
正

予
算
に
つ
い
て

各
種
事
業
の
精
算
に
伴
い
、
５
６
０
万
円

を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
８
９
億

１
９
０
８
万
２
０
０
０
円
と
さ
れ
ま
し
た
。

�

平
成
１８
年
度
揖
斐
川
町
農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

事
業
に
か
か
る
財
源
の
費
目
の
額
が
補
正

さ
れ
ま
し
た
。
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
補
正
後

の
合
計
額
は
２
３
億
７
３
６
７
万
円
で
増
減

は
あ
り
ま
せ
ん
。

�

平
成
１８
年
度
揖
斐
川
町
個
別
排
水
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

事
業
に
か
か
る
財
源
の
費
目
の
額
が
補
正

さ
れ
ま
し
た
。
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
補
正
後

の
合
計
額
は
１
億
９
２
４
６
万
８
０
０
０
円

で
増
減
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
物
品
購
入
契
約
の
締
結

次
の
２
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

�

小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車
（
久
瀬
）

購
入
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

積
載
車
３
台

契
約
金
額

１
４
７
０
万
円

�

小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
車
（
藤
橋
）

購
入
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

積
載
車
２
台

契
約
金
額

９
８
２
万
８
０
０
０
円

◎
揖
斐
川
町
大
和
財
産
区
管
理
委
員
の
選
任

に
つ
い
て

次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
さ
れ
ま

し
た
。

林

義
明
さ
ん
（
上
南
方
）

所

功
さ
ん
（
房
島
）

議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議
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動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動
報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報
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４
月

１３
日

第
３
回
議
会
運
営
委
員
会

１８
日

第
２
回
総
務
文
教
常
任
委
員
会

１８
日

第
４
回
議
員
定
数
検
討
特
別
委

員
会

５
月

７
日

第
４
回
議
会
運
営
委
員
会

７
日

第
３
回
総
務
文
教
常
任
委
員
会

１５
日

第
３
回
臨
時
会

１５
日

第
５
回
議
会
全
員
協
議
会

２８
日

第
５
回
議
会
運
営
委
員
会

受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

岐
阜
県
功
労
者
表
彰
に
お
い
て
、
清
水
の

市
田
茂
和
さ
ん
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

市
田
さ
ん
は
長
年
に
わ
た
り
町
議
会
議
員

と
し
て
地
方
自
治
の
振
興
に
努
め
ら
れ
た
の

で
、
今
回
の
表
彰
と
な
り
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

第５７回 社会を明るくする運動
７月は“社会を明るくする運動”の強調月間です。

防ごう犯罪と非行 助けよう立ち直り
社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
犯罪や非行のない明るい社会を築くためには、子供も大人も誰もが互いに支え合い、一人の力ではなく、多く

の人や地域の支えの中で生きていることを実感しなければなりません。
そこで、次代を担う青少年の健全育成のため“ふれあいと対話が築く明るい社会”をめざして「安全で安心し
て暮らすことのできる町！」「子供が健やかに育つ地域社会！」を築いていきましょう。

揖斐川町社会を明るくする運動実施委員会
保護司会・更生保護女性会

議会だより

議議
会会
だだ
よよ
りり

第
３
回
臨
時
会
を
開
催
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